
緒 言

平成12年に施行された介護保険制度は，平成

15年４月に初めての介護報酬改定が行われた後，

制度創設５年後の改正に向けて様々な施策が展

開されている。平成15年度の改定は，介護報酬

の効率化・適正化という観点から「本当に必要

なサービスなどへの重点的配分」という方向性

介護保険施設における介護報酬改定に対する

意識および経営意識などに関する研究
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目的 介護保険施設における平成15年４月の介護報酬改定への意見や経営意識などを分析し，介護

報酬改定後の施設の状況と経営意識に関する今後の課題を明らかにすることを目的とした。

方法 埼玉県下の介護保険施設300施設（介護老人福祉施設169施設，介護老人保健施設89施設，介

護療養型医療施設42施設）に対して，郵送記入方式の調査を実施した。調査期間は，平成15年

３月初旬から中旬の２週間程度であった。有効回答数(率)は，全体で99施設（33.0％），その60

％以上が介護老人福祉施設であった。

結果 平成15年の介護報酬改定によって経営に影響が生じるとする意見は項目によって差違があり，

介護老人保健施設の「リハビリテーション機能の強化加算」では「大変影響がある」70.0％で

あった。介護報酬改定への対応については，「現状で対応が可能」とする回答が「全施設共通：

退所(退院)前連携加算の新設」で44.4％，「介護老人保健施設，介護療養型医療施設：退所(退

院)時情報加算の新設」で62.5％であった。「介護老人福祉施設：小規模生活単位介護福祉施設

サービス（ユニットケア）の新設」については，「対応するつもりはない」が61.8％であった。

介護報酬改定後の経営方針では，全体として「具体的な対応策あり」が90％を超えており，「高

要介護者の入院・入所」の項目においては，「大変そのように考えている」「ややそのように考

えている」をあわせて67.0％であった。居宅介護支援報酬改定への意見としては，「要介護度別

単位廃止による一律給付」は賛成が94.8％，「４種類以上の居宅サービスを定めたケアプラン作

成加算」「居宅介護支援に対する諸条件設定による減算」は，賛成と反対がほぼ同数であった。

経営管理状況については，各項目について「実施している」とする回答が多かった。

結論 介護報酬改定後の施設の状況については，介護保険施設として経営的に厳しいととらえた意

見もあり，何らかの対応が必要であると考えていることが明らかになった。今後の課題として

は，一般企業と保健医療福祉分野の経営マネジメントがどのような点で異なり，どのような点

で類似しているかなどを明確にすることが必要である。そして経営マネジメント概念を取り入

れることは，介護保険施設の経営管理だけではなく，高齢者保健・医療・福祉施策の再構築の

ためにも重要であると考える。

キーワード 介護報酬改定，介護保険施設，経営意識，マネジメント
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を打ち出した。その基本的考え方は，第１に限

られた財源の有効活用のために，介護保険制度

施行時の設定が実態に即して合理的であったか

どうかの検討を踏まえて効率化・適正化を図り，

今後の介護のあるべき姿の実現に向けて必要な

ものを重点化することであった。第２として，

在宅重視，自立支援を全面的に打ち出し，施設

の場合もできるだけ在宅に近い生活形態とし，

施設入所後もできるだけ在宅に復帰できるよう

な施策となるよう見直すというものであった。

平成15年度の改定介護報酬の内容をみると，

①居宅介護支援では，利用者の要介護度ごとの

評価の廃止，質の高い居宅介護支援を評価し，

複数サービスのケアプランへの加算，一定条件

を満たさない居宅介護支援の減額，居宅介護支

援への地域差の導入，②訪問介護では，複合型

訪問介護を廃止し，家事援助を生活援助に名称

変更，短時間のサービス提供の増額，３級訪問

介護員の報酬減算，通院のための介護タクシー

の新設，③通所サービスでは，長時間の利用や

入浴サービスを評価，在宅重視のために訪問リ

ハビリテーションの加算が行われた。一方，施

設サービスにおいては，①介護老人福祉施設に

おけるユニットケアのサービス費新設，②介護

老人保健施設，介護療養型医療施設へのリハビ

リ加算，③介護老人福祉施設，介護療養型医療

施設の要介護１，２の入所者の減額率を高く設

定し，介護老人保健施設における全体的減額，

④介護療養型医療施設では，要介護４，５の者

について従来よりも高い介護報酬額の設定，ま

た，常時の医学的管理，個別リハビリテーショ

ンに対する加算，が設定された。このほか，施

設入所(入院)者の在宅復帰を促進するものとし

て，３施設種別に共通して，退所(退院)連携加

算が新設された。

介護報酬の効率化・適正化はサービス提供者

へ大きな影響を与えることになり，ひいては提

供されるサービスの質にも影響を及ぼす。介護

報酬改定の影響を確認することは，介護サービ

スの質の向上，介護経営の向上，介護経営という

観点の導入からも有意義であると考える。そこ

で，介護保険施設における平成15年４月の介護

報酬改定への意見および介護保険施設の経営意

識などを分析し，介護報酬改定後の施設の状況

とその経営意識に関する今後の課題を明らかに

することを目的として本研究を実施した。

方 法

埼玉県下の介護保険施設300施設（介護老人福

祉施設（以下「老人福祉施設」）169施設，介護

老人保健施設（以下「老人保健施設」）89施設，

介護療養型医療施設（以下「療養型医療施設」）

42施設）に対して，郵送記入方式の調査を実施

した。調査期間は，平成15年３月初旬から中旬

の２週間程度であった。有効回答数(率)は99施

設（33.0％）で，内訳は老人福祉施設61施設，

老人保健施設29施設，療養型医療施設９施設で

あった。

調査項目は，経営主体，開設年，併設施設数，

入所者要介護状況，改定前後の介護報酬状況，

介護報酬改定の影響，介護報酬改定への対応策，

経営意識，経営管理状況などであったが，本稿

では特に，介護報酬改定の影響，介護報酬改定の

具体的対応策，介護報酬改定による経営方

針，居宅介護支援報酬改定への意見，経営

管理状況，自由記入回答にみる介護報酬改

定などへの意見の各項目についてまとめた。

結 果

(１) 介護報酬改定による影響（図１）

初めての介護報酬改定の影響は，「あまり

影響はない」とする回答が75.0％であった。

図１ 介護報酬改定による経営上の影響

0 20 40 60 80 100％

全施設共通：退所(退院)
前連携加算の新設

老人福祉施設：小規模生活単位
介護福祉施設サービスの新設

老人保健施設：リハビリテ
ーション機能の強化加算

老人保健施設・療養型医療施設
：退所(退院)時情報加算の新設

13.1 11.9

21.1 52.6 26.3

70.0 30.0

21.2 72.7 6.1

わからないあまり影響はない大変影響がある

75.0
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老人保健施設で新設された「リ

ハビリテーション機能の強化

加算」については，「大変影響

がある」とする回答が70.0％

であった。老人福祉施設にお

ける「小規模生活単位介護福

祉施設サービス（ユニットケ

ア）の新設」については，「わ

からない」とする回答が26.3

％であった。老人保健施設・

療養型医療施設の退所（退院）時情報

加算の新設では「あまり影響はない」

が72.7％であった。

(２) 介護報酬改定への具体的対応

（図２）

介護報酬改定に対する具体的対応に

ついて回答を得た結果，全施設共通で

ある「退所（退院）前連携加算の新設」

については，「現状で対応が可能」が44.4％であ

った。老人福祉施設の「小規模生活単位介護福

祉施設サービス（ユニットケア）の新設」は，

回答施設の61.8％が「対応するつもりはない」

としていた。老人保健施設の「リハビリテーシ

ョン機能の強化加算」については，「多少の変更

で対応が可能」(44.8％)，「大幅な変更は必要だ

が，対応可能」(34.5％)という回答であった。老

人保健施設・療養型医療施設における「退所(退

院)時情報加算の新設」については，「現状で対

応が可能」とする施設が62.5％であった。

(３) 介護報酬改定後の経営方針（図３）

介護報酬改定後の経営方針を確認する設問と

して，「介護報酬改定に対して，具体的な対応策

を考えているかどうか」を質問した結果，全体

として「大変そのように考えている」「ややその

ように考えている」と回答した施設が合わせて

90％以上であった。その具体的な内容は，「要介

護度の高い利用者の入院・入所」（67.0％）が多

く，次いで「人件費を削減」（46.4％），「他の併

設施設での収益増」（42.1％）の順であった。

(４) 居宅介護支援報酬改定への意見（図４）

今回の調査では併設施設種別についても調査

したが，回答施設の併設施設としては居宅介護

支援事業所が75カ所(78.9％)と最も多かった。

そこで，居宅介護支援の報酬改定についての意

見をみると，要介護度別単価を廃止し，一律給

付とした改定については，「大変賛成」「やや賛成」

が合わせて94.8％であった。しかし，居宅サー

ビス計画の複数種類加算，居宅介護支援に対す

る諸条件設定による減算については，賛成と反

対がほぼ同数であった。

(５) 経営管理状況（表１）

バランススコアカードの内部的視点などを参

考に作成した29項目の経営管理状況の調査のう

図２ 介護報酬改定への具体的対応

0 20 40 60 80 100％

全施設共通：退所(退院)
前連携加算の新設

老人福祉施設：小規模生活単位
介護福祉施設サービスの新設

老人保健施設：リハビリテ
ーション機能の強化加算

老人保健施設・療養型医療施設
：退所(退院)時情報加算の新設

現状で対
応が可能

多少の変更で
対応が可能

大幅な変更は必要
だが，対応可能

対応するつ
もりはない

図４ 居宅介護支援報酬改定への意見

0 20 40 60 80 100％

要介護度別単価廃止
による一律給付 54.5 40.3

3.9
1.3

４種類以上の居宅サービスを
定めたケアプラン作成加算

13.0 37.7 23.4 18.2 7.8

居宅介護支援に対する
諸条件設定による減算

15.4 30.8 30.8 17.9 5.1

44.4 30.9 8.6 16.0

11.8 11.8 14.7 61.8

13.8 44.8 34.5

6.9

62.5 25.0 9.4 3.1

図３ 介護報酬改定後の経営方針

0 20 40 60 80 100％

具体的な
対応策あり

48.4 43.2 4.2

4.2

高要介護者の
入院・入所

13.4 53.6 28.9 4.1

人件費を削減 12.4 34.0 49.5 4.1

他の併設施設
での収益増 14.8 27.3 51.1 6.8

大変そのよう
に考えている

ややそのよう
に考えている

そのように考
えてはいない わからない

大変賛成 やや賛成 やや反対 大変反対 わからない
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ち，「実施している」と回答

した割合が高かった上位20

項目を表１に掲げた。「計画

中」との回答もあったため，

「実施している」「実施して

いない」の合計は100％とな

らないが，「実施していない」

との回答が多かった項目は，

「施設・機関として中長期

計画を策定する部門（経営

企画室など）がある」（「い

いえ」の回答割合60.2％），

「施設・機関として広報活

動を担当する部門または担

当者がいる」(同35.7％)，

「管理職として個人ごとの目

標設定を現場に浸透させて

いる」（同28.9％），「管理職

として部下の職務満足が向

上するために，定期的に個

人面談などを行っている」（同28.6％）であっ

た。

(６) 自由記入回答

経営上の問題では，「人件費を削減しないと経

営が成立しない」「企業努力が求められている」

という意見があった。介護報酬については，「報

酬単価の根拠が不明確」「施設報酬の引き下げは

よくない」「施設報酬の引き下げは自己負担の引

き下げとなり，かえって施設入所を促進する」

という批判的意見が多かった。要望では，「介護

支援専門員の在宅復帰支援を加算してほしい」

という意見がいくつかあった。また，処遇・介

護の質の問題に対しては，「ユニットケアによ

り，介護度が低くなり，職員のモチベーション

があがった」という経験的意見があった。「要介

護度改善に対する成功報酬がない」「拘束ゼロに

取り組むには人員が必要なのに引き下げはおか

しい」という批判的意見も多かった。職員体制

に対しては，今回の施設サービス費の減額によ

り，職員不足，対応困難であるという意見が多

かった。

全体への要望として，「今回の改定は，小規模

施設ではやっていけない」「50人定員でも経営が

できるような単価にしてほしい」という経営的

配慮へのものが多かった。また事務処理上の問

題として，帳票類を少なくしてほしいという要

望があった。

考 察

今回の介護報酬の改定では，老人保健施設の

「リハビリテーション機能の強化加算」以外は，

施設経営上の影響はあまりないと答えたところ

が多かった。老人福祉施設の「小規模生活単位

介護福祉施設サービスの新設」，いわゆるユニッ

トケアについては，「大幅な変更は必要だが，対

応は可能」とする施設が14.7％であり，平成15

年度改定以降に自施設をユニットケア化するこ

とを考えていると推測できる。介護報酬改定へ

の対応としては，老人保健施設の「リハビリテ

ーション機能の強化加算」が「多少の変更で対

応が可能」「大幅な変更は必要だが，対応は可能」

が約80％であり，リハビリテーションスタッフ

表１ 経営管理状況の実施率
(単位 ％)

調査項目 実施率 調査項目 実施率

基本方針をミーティングや職員研修
の場で説明している

89.7
何らかのプロジェクトチームまたは
委員会がある

75.5

管理職として「職員教育」に取り組
んでいる

86.6
管理職として組織内のコミュニケー
ションの改善に取り組んでいる

72.9

管理職として部下の仕事に対する動
機付けを行っている

86.6
管理職として「組織の改革と開発」
に取り組んでいる

70.1

管理職として施設の理念を現場に浸
透させている

86.6
管理職として組織構造の改革の可能
性を検討している

63.5

管理職として施設の基本方針(戦略)
を現場に浸透させている

86.5
施設・機関として職員の教育研修に
ついて年次ごとに計画を立てている

62.2

施設・機関として実態に沿った組織
図が作成されている

83.7
施設・機関として職員の教育研修は
計画に基づいて行っている

60.8

管理職として職員の自己啓発を促し
ている

81.4
管理職として部門ごとの目標設定を
現場に浸透させている

55.8

管理職として直近の運営委員会等で
課題を現場に浸透させている

78.4
管理職として「業績評価」に取り組
んでいる

55.7

施設・機関として自主的な業務検討
会やサービス改善運動を行っている

77.6
管理職として施設・機関内の意思決
定システムの変革に取り組んでいる

52.6

施設・機関として職員の教育研修の
ための予算を確保している

77.3
施設・機関として広報活動を担当す
る部門があるまたは担当者がいる

49.0

注 調査した29項目のうち，「実施している」との回答割合(実施率)が高い順に上位20項目を掲げた。
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の増員などで対応しようとすることが考えられ

る。介護報酬の改定への対応策としては，人件

費の削減を考えているところが多く，結果的に

それが自由記入回答においてケアの質の低下に

つながらないかという意見となっているものと

考えられる。居宅介護支援に対しては，介護支

援専門員の質，居宅介護サービス計画の質が問

題となっている状況において，多数サービスを

使用した居宅介護サービス計画費の作成が質の

向上につながるのかどうかが不明確なのではな

いかという意見が自由記入回答にあるように，

多数サービス使用の居宅介護サービス計画に対

する加算については賛否がわかれた。居宅介護

支援については，今後の施設の対応について検

討する必要があろう。また，経営管理状況につ

いては，全体的に経営管理について意識してい

るとする回答が多かったが，実際に経営管理的

な内容を行っているかどうかについては不明確

であった。経営管理の意識はどのようなことを

行えば経営管理を行っているといえるのかにつ

いての具体的な把握が不明確なため，今後は施

設管理者の経営管理の内容を問うような調査を

行っていくことが必要であると考える。

医療機関における経営品質などの意識調査に

ついては，米国におけるマルコム・ボルドリッ

ジ米国品質賞（MB賞）の簡易版セルフアセスメ

ント用チェックシート（ヘルスケア部門）を項

目とした調査を行っているものがある 。しか

し，介護保険事業所の経営管理状況については，

わが国ではまだ調査が行われておらず，どのよ

うな品質測定技法が必要かについての研究が今

後ますます重要になり，その技法などについて

も検討すべき課題であると考える。

介護保険施設における経営意識については，

介護保険施設そのものの歴史が新しく，特に老

人福祉施設では介護保険制度の創設により措置

制度から保険制度へと大きな転換を遂げたこと

から，介護保険事業所における経営意識とは何

かについての議論はいまだ十分とは言えず，今

後もさらなる研究が必要であると考える。医療

マネジメント学会，病院管理学会における論文

や学会報告によって医療分野の経営問題につい

ての研究は行われており，活発に議論されてい

る。しかし，わが国では介護経営の研究につい

てはその途についたばかりであり，2005年６月

には介護経営学会が発足したところである。

「社会福祉の経営と一般営利企業の経営は違わ

ない。(中略)今後の福祉経営をより優れたもの

にしていくためには，各経営者がより幅広い知

見を取り入れて正確な知識や情報をもつことを

前提としながら，自らの組織の経営品質を高め

ていくこと」が必要との意見 や，「介護保険制

度の導入により，(中略)経営の視点，また経営

分析の視点を踏まえて事業を行っていこうとい

う認識が強まったことは介護保険制度導入の最

も大きな効果といってもよい」という意見 が出

始めており，今後は介護保険施設における経営

意識が必要となろう。また，現場から介護保険

制度の改定について「健全に経営できる基盤を

作り得ない施設は必ずケアの質を低下させるこ

とになる」ともされており ，介護報酬決定によ

る経営悪化またはケアの質の低下にどのように

対応すべきかが今後の課題となろう。

介護サービス市場は，「疑似市場（quasi-

market）」または「準市場」としてとらえられて

いる 。「市場メカニズムを公共サービスに導

入する動きは1980年代以降の世界的現象」であ

り，疑似市場は，「公平性・効率性・責任・選択

の多様性という基準に基づいて，市場構造・産

業構造・情報の非対称性・不確実性・取引費用・

動機付け・クリームスキミング・規制といった

点から医療（NHS），住宅，老人福祉，教育とい

った社会サービスにおける供給サイドの競争促

進政策の有効性について経済理論的，実証的に

検証している研究体系」 であるとされている。

また準市場は，「政府が費用を負担し，当事者間

に交換関係がある方法である。準市場が「準」で

あるのは，サービスの費用を利用者ではなく政

府が負担するからである。準市場が「市場」で

あるのは，当事者間に交換関係があるからであ

る」と定義されてもいる 。介護サービス市場

が，疑似市場，準市場であり市場メカニズムに

準拠するものであるならば，介護保険施設にお

ける経営意識は一般市場と同様に重要となろう。
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本研究では，介護報酬決定後の施設の状況に

ついては，介護保険施設として経営的に厳しい

ととらえた意見もあり，何らかの対応が必要で

あると考えていることが明らかになった。今後

は，一般企業と保健医療福祉分野の経営マネジ

メントがどのような点で異なり，どのような点

で類似しているかなどを明確にすることが必要

である。そして経営マネジメント概念を取り入

れることは，介護保険施設の経営管理だけでは

なく，高齢者保健・医療・福祉施策の再構築の

ためにも重要であると考える。
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■発売予定

改正ICD－10(日本語版)の刊行物について

ICD－10╱国際疾病・傷害・死因統計分類(日本語版)が改正され，平成18年
１月から適用されます(本年10月７日付け官報号外第229号で告示)。
当協会では，これを受け，次により「疾病，傷害および死因統計分類提要」

(ICD－102003年版準拠)を刊行いたします。ぜひご利用ください。

第１巻 総論 …………… 平成18年１月ごろ
第２巻 内容例示表 …… 平成18年１月ごろ
第３巻 索引 …………… 平成18年５月ごろ

(価格はいずれも未定)

財団法人 厚生統計協会
〒106-0032東京都港区六本木5-13-14

TEL 03-3586-3361
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